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Ⅰ 組織の概要

（１） 事業所名および代表者名

事業所名： 株式会社 M.T.C

代表者名： 森 久次

（２） 所在地

（本社工場） 〒６３５－００７６ 奈良県大和高田市大字大谷１２６番地２

敷地面積： ９９０㎡

（旧本社） 〒６３５－００７６ 奈良県大和高田市大字大谷１２２番地

敷地面積： ３９６㎡

（倉庫） 〒６３５－００７６ 奈良県大和高田市大字大谷１２５番地

敷地面積： １７２㎡

（３） 事業の内容 金属製品製造業

（４） 環境管理責任者氏名及び担当者の連絡先

環境管理責任者： 前田 智 （工場長）

担当者： 仲野 聡 （EA21 環境管理委員会事務局）

TEL: 0745-22-1410 FAX: 0745-22-2495

（５） 工場の規模

平成２７年度（２０１５年９月～２０１６年８月） 加工費額： ２１６ 百万円

従業員数： ２５ 名 （２０１６年８月末）

（６） 対象範囲

対象範囲： 全事業活動 対象事業所： 本社工場、旧本社、倉庫

TEL:0745-22-1410


Ⅱ 工場配置図

Ⅲ 組織図



Ⅳ 環境方針

私達は、ものづくりを通じて環境にやさしい製造業としての ＥＣＯ活動に

取り組む事を目的とします。

◆環境方針

弊社の 基本理念に基づき 金属製品製造業の事業活動を通じ 環境活動を実施し、

地球環境においての自然破壊の護に努め 社会及び地域に貢献することを目指します。

Ⅰ.環境目標を定め 社員一丸となった環境活動への参加と継続的改善の推進を行ない

必要に応じて 計画の見直しを行います。

Ⅱ.環境に関する法規制、条例を遵守し、環境負荷の削減に取り組みます。

Ⅲ.具体的取り組み内容

① 産業廃棄物の削減とリサイクル化の推進

（スクラップ排出量の把握）

② 二酸化炭素の排出量の削減

（電力と燃料使用量の把握と削減）

③ 化学物質の適正使用及び廃棄時の管理の徹底

（機械油の使用量の把握、廃油の管理）

④ 購入物品の環境配慮と適正使用

（コピー紙、手袋等）

⑤ 工程短縮に関する提案制度の強化

（単発プレスから順送プレスへの工法変更等）

⑥ 工場周辺の環境整備と周辺住民とのコミュニケーション

２０１６年 9 月 １日 制定

株式会社 Ｍ.Ｔ.Ｃ

代表取締役 森 久次

基本理念



Ⅴ 環境目標

環境目標は、平成 25 年度～成 27 年度の実績における平均値を基準として設定する。

環境目標は、加工売上高（材料費は除く）に対する原単位を年１～２％削減とする。

加工売上高は、平成 28 年度～平成 30 年度の間は、過去 3 か年の平均値と同じとする。
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度
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年度
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年度

過去 3 か年

平均

（基準）

平成28年

度

平成29年

度
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度

売上高

（百万円）

２０６ ２１４ ２１６ ２１２

（１００）

２１２
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２１２

（１００）

２１２
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（９4）

ガソリン

（L）
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（L）
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（１００）

４，２８７

（９９）

４、２４４

（９８）

４，２０１

（９７）

灯油

（L）

１，６５６ １，５６７ １，５６７ １，５９７

（１００）

数値の把握

CO2 排出量

（ｋｇ－CO2）
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（１００）
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（ｍ３）

１５０ １６１ １６７ １５９

（１００）
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― ３３７．４８ ３１４．７５ ３２６．１１

クロームくず

（ｔ）

― ３０．３７ ３５．６９ ３３．０３

ステンレスく

ず

（ｔ）

― ２１．５１ ３３．５１ ２７．５１

加工油購入

量

（L）

― ― ― ― 数値の

把握

廃油

（L）

年間 約 ２００ L 発生 数値の

把握



Ⅵ 平成 28年度活動計画

環境目標 実施事項

運用管理 （監視・測定）

Ⅶ 平成２８年度活動実績 （２０１６年９月～１２月）とその評価

（１） 売上高（単位：千円）

9 月 10 月 11 月 12 月 合計 前年比

平成 27 年 １５，９５９ １６，８３０ ２１，１６７ １６，５４５ ７０，５２１ １００

平成 28 年 １８，２０３ １６，８９７ １８，２２６ １４，２３１ ６７，５５７ ９５．７９

（評価）

平成 28 年度 9 月～12 月の売上高は、前年同期間に比べて 95.79%と 4.21%の減収となった。

（２） トラックの燃費削減 （燃費前年比 1%削減） 軽油（L）/月

9 月 10 月 11 月 12 月 合計 前年比

平成 27 年 ３５１ ３６９ ３４４ ３７２ １，４３６ １００

平成 28 年 ４００ ３９３ ４２４ ３８７ １，４３６ １１１．７



（評価）

環境活動を平成 28 年 9 月から計画的に実施してきたが、軽油の削減は前年同月比 １１．７％

増と目標を大幅に達成できなかった。売上原単位では、16.6%の増となった。

（３） 電力使用量の削減 （前年同月比、売り上げ比 2%削減）

9 月 10 月 11 月 12 月 合計 前年比

平成 27 年 １５，３６０ １３，８７２ １４，６９８ １５．５７２ ５９，５０２ １００

平成 28 年 １４，９１６ １５，５８６ １５，３３３ １５，３１９ ６１，１５４ １０２．７

（評価）

平成 28 年度 9 月～12 月の電力使用量は、前年同期間比 102.7%と、2.7%増、売上原単位で比

較しても 7.2%増となった。

（４） 工程短縮の提案制度の強化 （年間提案件数 月間 1 件以上）

9 月 10 月 11 月 12 月 合計 目標

平成 28 年 ０ ０ ０ ２ 2 1 件/月

（評価）

月間 1 件以上の工程短縮の提案目標であったが 4 か月で 2 件であった。

1 件は、順送加工でのコイルの切断と穴あけの 2 工程を金型の変更で 1 工程に短縮し、1 製品

当たり 24 秒から 16 秒に短縮した。

1 件は、順送加工で、コイル切断、矯正、曲げ、矯正と 4 工程かかったものを、材料をコイルから

切り板に変更することで曲げ工程だけになり、1 製品当たり 36 秒から 12 秒に短縮できた。

今後も工程短縮の提案は、省エネルギーだけでなく生産性向上に寄与するため、引き続き目

標の件数を確保できるよう努める。



Ⅷ 環境関連法規への違反・訴訟の有無

環境関連法規に対する違反や訴訟等はありませんでした。外部からの苦情については、平成

28年8月に近隣住民から、大和高田市を通じて、騒音に対する苦情があった。その後、防音シート

による対策をとった結果、平成 28 年 9 月 27 日 11:00 時の大和高田市の騒音測定の結果、５８dB

となり基準値以内に抑えることができた。その後、近隣住民よりの苦情は発生していない。

環境関連法規制順守評価表

法令等の名称 環境側面 条項 規制内容 順守

評価

資

源

関

連

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律

廃油

金属くず

法第 2 条

（定義）

有用物 ―

事業系一般

廃棄物

法 6 条の

2 第 4 号

市町村の収集運搬、処理

に協力

〇

資源の有効な利用の促

進に関する法律（リサイ

クル法）

廃油

金属くず

法第 4 条

の 2（事業

者 の 責

務）

製品の長期間使用、再生

資源の利用及び廃棄物

のリサイクルの促進

自社手順書の順守

（委託契約書、数量管理）

〇

〇

特定家庭用機器再商品

化法（家電リサイクル

法）

冷蔵庫、ユニ

ット型エアコ

ン 、 エ ア コ

ン、

洗濯機等

法第 6 条 ① 長期間使用し、廃棄

物を抑制する

② 排出するときは、運搬

する者等に適切に引渡

し、料金の支払いに応じ

る

〇

該当

なし

使用済自動車の再資源

化等に関する法律（自

動車リサイクル法）

トラック 法第 8 条

法 第 73

条

① 使用済みの自動車を

引き取り業者に引き渡す

② リサイクル費用を資金

管理法人に預託する

該当

なし

〇

使用済小型電子機器等

の再資源化の促進に関

する法律（小型家電リサ

イクル法）ル法

電話、FAX、

携帯電話、

デジタルカメ

ラ、PC、

プリンター等

法第 7 条 使用済小型電子機器等

の収集・運搬又は再資源

化を適正に実施し得る者

に引き渡すよう努めなけ

ればならない。

該当

なし

化

学

消防法（危険物） 機械油（危険

物、第 4 類、

法第 6 条

令第 1 条

指定数量の 1/5以下とす

る

〇



物

質

第２石油類（２

種類）第 4 石

油 類 （ ４ 種

類））

11，12

技術上の

基準細則

第 30 条

別紙「指定可燃物等の貯

蔵及び取扱いの技術上

の基準等」の順守

〇

公

害

防

止

自動車 NOｘ・PM法 トラック（ディ

ーゼル車）

法第 4 条 ディーゼル車規制基準合

格車を使用

〇

型式

PDG

騒音規制法 コンプレッサ

ー 2 台

金属加工機

械

（30 トン）

順 送 プ レ ス

6 台

単 発 プ レ ス

９台

第 6 条

第 8 条

第 5 条

特定施設の設置・変更届

平成28年12月1日変更

届

特定施設の数等の変更

規制基準の順守

平成28年9月27日大和

高田市測定 ５８dB）

〇

―

〇

振動規制法 コンプレッサ

ー 1 台

機 械 プ レ ス

全て

法第 6 条

法第 8 条

法第 5 条

同上 〇

条

例

大和高田市廃棄物の減

量化、資源化及び適正

処理に関する条例

事業系一般

廃棄物

第 4 条 少量のため一般廃棄物と

して取り扱っている

適用

外

奈良県生活環境保全条

例

コンプレッサ

ー 、 フ ァ ン

（ 7.5KW 以

上）

金属加工機

械

廃棄物

第 42 条

第 43 条

第 56 条

騒音等規制基準の遵守

義務

騒音等発生施設の設置

の届出

適正処理

〇

〇

〇

順守評価日時：平成 28 年 12 月 26 日



Ⅸ 代表者による全体評価と見直しの結果

４か月の取組であったが、目標が達成できていないが、取り組みの意識は向上したと思う。エコ

アクションの取り組みは息の長い取り組みで、少しづつでも継続的に改善できるよう協力して取

り組んでいこう。


